
2012年 8月 22日

8:00-9:00、 衆 2-多 目的

民主党 厚生労働部門会議 次第

1挨 拶

2.委員会報告

3.医療費適正化計画 について

説明 : 厚生労働省 外国 崇  保険局長

鈴木 健 ^保険局総務課医療費適正化対策推進室長

4.平成 25年度厚生労働省概算要求の検討状況 について

説明 : 厚生労働省  岡崎 淳一 大臣官房長

鈴木 俊彦 大臣官房会計課長

坂日 卓  大臣官房参事官 (会計担当)

三石 博之 大臣官房参事官 (総務担当)、 ほか

5.介 護保険における適正化による請求費の削減について

説明 : 厚生労働省  宮島 俊彦 老健局長

度山 徹  老健局介護保険m~l画課長

6.その他



|

|

|。

医療費適正化計画について    畠 寵憔晶|                 い 外
―

理 ユ ‐ 1‐ 口 Httl｀ ″

○ 医療費適正化計画は、医療に要する費用の適正化を推進することを目的として定められる1期 5年間の計画で
あり、国において「医療費適正化基本方針」を策定し、これに即して各都道府県が医療費適正化計画を定めること
となっている。平成20年度から24年度が第1期の計画期間であり、今般、平成25年度から29年度の第2期計画の
作成に向け、医療費適正化基本方針を改正する必要がある。

O地 域主権改革―括法において、都道府県が作成する医療費適正化計画の記載事項のうち、「医療に要する費
用の見通し」以外の特定健診口保健指導の実施目標や平均在院日数の短縮に関する日標等については任意的記
載事項となったことを踏まえ、次期方針では、国が一律に各都道府県の目標を示すこととはせず、国が参考となる
指標・データや考え方を各都道府県へ示した上で、各都道府県がこれらを勘案し、地域の実情を踏まえた上で、日
標を設定できることとする。

<次期方針の主な改正のポイント(案)>

現行の方針 次期方針(案 )

目標及び施
策の達成状

況の評価に
ついて

計画の中間年度及び最終年度の
翌年度にそれぞれ評価を行う。

中間年度及び最終年度の評価だけでなく、PDCAサイクルに基づ
き、毎年、進捗状況の管理を行い、適切な分析、対応を行うことや、
計画期間の途中であつても、必要に応じて計画の見直し等に行う
ことが望ましい旨を記載。
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住民の健康
の保持の推
進に関する
目標

特定健診の実施率70%
特定保健指導の実施率45%
メタボリックシンドロームの該当者
及び予備群の減少率10%(27年
度までに25%)
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○ 特定健診の実施率70%、 特定保健指導の実施率45%、 メタボ
リックシンドローム該当者及び予備群の減少率25%(20年度対比)

を全国目標とする。

鍵 螂 端 閻 灘鵜 廉買月朧 馴巫
合を踏まえ、目安の数値を示す。

○ 健康増進計画等との整合性の観点から、たばこ対策に関する目
標及び都道府県が取り組むべき施策の例を記述する。
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現行の方針 次期方針 (案 )

医療の効率
的な提供の

推進に関す
る日標

療養病床の数と平均在院日数を
目標。

選量騨  曇I

粛朧 5望2課雅規テ

介護療養病床の廃止が平成29年度末まで延長されたことや療
養病床の機械的な削減はしないとの方針としていることを踏まえ、
療養病床の数を目標としない。

平均在院日数については、一律の割合で減少させるのではなく、
地域において医療の機能分化口強化と連携を進めることで、結果
として短縮させることを目指す。

都道府県からの意見を踏まえ、後発医薬品の使用促進に関す
る目標及び都道府県が取り組むべき施策の例を記述する。

○

関係者との

連携口協力
について

都道府県が、取組を円滑に進めて
いくために、保険者等と連携口協力
を図ることやそのための情報交換
の場について記載。

次期医療費適正化計画においては、特に保険者との連携を深
めることが重要であることを記載。

なお、国が保険者機能に関するガイドラインを策定することを併
せて記載。
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医療費の見
通しの推計
について

各都道府県における医療費推計
に平均在院日数の短縮効果を織り
込む。
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今後の予定等

8月 下旬～
・厚生労働部門会議
・パブリックコメント(15日 間)

9月 中

医療費適正化基本方針を告示

年内目途

各都道府県の計画の策定状況をフォローアップ

24年度中
口各都道府県において、25年度からの都道府県医療費適正化計画を策定
・国において、各都道府県の計画も踏まえ全国医療費適正化計画を策定・公表



(博豪キ準)



医療費適正化計画について



0医 療費適正化計画は、平成20年度を始期とする1期 5年間の計画であり、国において作成の基本方針である
「医療費適正化基本方針」を定め、これに即して各都道府県が都道府県医療費適正化計画を作成することとなっ
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0第 1期の計画においては、まず国において「医療費適正化基本方針」を定め、これを踏まえ各都道府県医療費適〒 ′L墨上薔 ユ●― ― -1_ ‐ "  _.  ● _  _― ・  ―― ――  ‐ ¨  ―正化計画が策定された後、国において「全国医療費適正化計画」を策定した。

平成20年度 21 22 23 24 125 26 27 28 29 1 30

第1期

【第1期計画のスケジュール】※
20年 3月 医療費適正化基本方針策定

20年4月 ～ 都道府県が医療費適正化
計画策定

20年9月 全国医療費適正化計画

誉潔捌靱 蔦亀響
基ヽ本方針
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都道府県医療費適正化計画の位置づけ

(参考)高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)

(都道府県医療費適正化計画)

第九条 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、二年ごとに、五年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画 (

以下 「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるもあとする。
2五

壁呈2県
医療費適正化計画においては、医療費適正化を推進することによる計画期間における医療に要する費用の見通しに関する事項を定めるも

3 都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項について定める1)の とする。
一 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
二 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき曰標に関する事項
三 前二号に掲げる目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
四 第一号及び第二号に掲げる日標を達成するための保険者、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
五 当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
六 計画の達成状況の評価に関する事項

4 都道府県医療費適正化計画は、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画、介護保険法第百十人条第一項 に規定する都道府県介護保険事業
支援計画及び健康増進法第人条第一項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。

5 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。6 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提
出するものとする。

7 都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、
医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。

※ 現在、地域主権改革の第二次―括法(国会審議中)においては、進捗状況に関する評価や実績評価についての結果の公表も都
道府県の努力義務となっている。

○平成23年 8月 に成立した「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に
関する法律」(平成23年法律第105号。以下「第二次―括法」という。)において、政府全体の方針の一環として「高
齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号 )第9条の都道府県医療費適正化計画の記載事項につ
いては、
・ J計亘JFE5におけ昼医療に要する費用の見通しに関する事項」のみ必須的記載事項とし、
日これ以外の[住量Q壁康の保持の推進L関し、当該都道府県において達成すべき目標!「関する事項」や

「医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道慶県において達成すべき目標に関する事項」については、査都
道府県が任意的に記堆する事項となつた。

:



特定健診・特定保健指導の実施状況 (保険者別年次推移 )

.●特定健康診査の保険者種類別の実施率

全 体
市町村
国保

国保組合
全国健康
保険協会

船員保険 組合健保 共済組合

平成22年度
(速報値)

43.3% 32.0% 38.6% 34.5% 34,7% 67.6% 70.9%

平成21年度
(確報値)

41.3% 31.4% 36。 1% 31.3% 32.1% 65.0% 68.1%

平成20年度
(確報値 )

38.9% 30,9% 31.8% 30.1% 22,8% 59。 5% 59。9%

●特定保健指導の保険者種類別の実施率

全 体
市町村

国保
国保組合

全国健康
保険協会

船員保険 組合健保 共済組合

平成22年度
(速報値)

13,7% 20,9% 7.7% フ。3% 6.6% 14.8% 10.4%

平成21年度

(確報値)

12.3% 19.5% 5.5% 7.3% 5.8% 12.2% フ.9%

平成20年度
(確定値)

7.7% 14.1% 2.4% 3.1% 6.6% 6.8% 4.2%



保険者の目標について
特定健診実施率

0全 国目標である70%の実施率を保険者全体で達成するために、各制度毎の保険者が、実績に比して等しく実
施率を引き上げた場合の各制度毎の実施率を保険者種別毎の目標値とする。
※ ただし、特定健診の実施率は、受診を希望 しない者がいることなども想定し、9o%を 上限として計算を行 う。

特定保健指導実施率
0全 国目標である45%の実施率を保険者全体で達成するために、各制度毎の保険者が、実績に比して等しく実

施率を引き上げた場合の各制度毎の実施率を保険者種別毎の目標値とする。
※ ただし、特定保険指導の実施率は、受診を希望しない者がいることなども想定し、60%を上限として計算を行う。

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少軍
保険者毎の目標とはしないが、保険者の実績を検証するための指標として活用することを推奨。
※ 別途、医療費適正化計画における国・都道府県が達成するべき目標としては活用。
※ 第 1期 と異なり、メタボリックシン ドロームの該当者及び予備群は、特定保健指導対象者ではなく、内科系 8学会が策定した基準
に該当する者 とする。

<保険者種別毎の日標>

薗
闘
瓢

叫

国I:芭笛

特定健診
の実施率

700/o 600//o 700/o 650/o 900/o 850/o 90%

特定保健

指導の

実施率

450/o 600/o 300/o 30% 600/● 30% 400/o
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病院報告における平均在院日数について

0平均在院 日数は以下の式により算出される。

○療養病床については以下の式により算出される。

年間在院患者延数

十猾 雛 霧靴 十亀鬱 +f癬翌 胤
]
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※「平成22年 (2010)医療施設(動態)調査・病院報告の概況」より



基本的な推計の考え方

(1)事業統計等を基に、将来推計の足下となる実績の医療費を作成。これと過去の医療費の伸び
率や将来人口推計を基に、将来の適正化の取組を行わない場合の医療費を推計。

(2)別途、適正化の取組の効果を推計し、(1)にて推計した医療費に織り込む。

【適正化の取り組みを行わない場合の将来の医療費推計(1)のイメージ】

π__´
‐́―́‐ずく、

[   ′
´~‐ ‐~~‐ ‐‐‐‐‐―――――――‐●         ‐`___、

|お糧雪1装職霊
t  を用いて推計

平成20
国民医療費

(実績)

平成22 平成23

1::蹴       [1:::::

将来 平成 18～ 22
医療費の動向

(実績)

○生活習慣病対策等の取組について

メタボリックシンドローム該当者及び予備群
と非該当者では、8～10万円/年の医療費の
差があることから、両者の医療費の差が平均
して9万円/年であると仮定し、これにメタボ
リックシンドローム該当者及び予備群の減少
者数を乗じることにより効果を推計。

【適正化の取組の効果の推計 (

O平均在院日数短縮の取り組みに

2)のイメージ】
ついて

0送菖I芥面称
｀

て充実や重点化・効
率化を行つた場合の
全国試算を基に、平
均在院日数短縮のた
めに必要な充実要素
を織り込んだ、効率
化要素算定の基準と
、ヽ、_な0医療重を推ll_´´́
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O平 成21年度の特定健診結果でメタボリックシンドロームの該当者及び予備群となった者の22年
度のレセプトにおける年間平均医療点数を比較。男女別、年齢区分別に見ても、年間平均点数は、,L JS,,   二 ●. ^  ●ヽ _     _  _ _●   _  .メタボリックシンドロームの該当者笈び亨僑訴あ万痛F該当あ墓 うI言卜嶺高:

点数

50,000

男性 平成21年度特定健康診査メタボ基準別
平成22年度レセプト(医科・調剤・DPC)総医療費(点数)の平均

女性 平成21年度特定健康診査メタボ基準別
平成22年度レセプト(医科・調剤・DPC)合計点数の平均点数

5Q000

45,000

4QαЮ

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

lQ000

5,000

0

45′ 000

40,00o

35,000

30,000

25,000

20,000

15,CXXJ

10,000

5,000

0

:懸塁麗電製購 腑 鯖
た約χ9万人のデータ。

早獣讐臨 警載潔讐2悪翌lLξ星亀:磁17ツ
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医療費適正化基本方針の改正案

平成 24年 8月 22日現在



現行基本方針 (平成 20年 3月 31日 )

○医療費適正化に関する施策についての基本的な方針 (平成二十年二月三十
一日)(厚生労働省告示第百四十九号)

高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第八条第
一項の規定に基づき、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針
を次のように定め、平成二十年四月一日から適用する。

医療費適正化に関する施策についての基本的な方針

目次

はじめに

第 1 都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的
な事項

― 全般的な事項
1 医療費適正化計画の基本理念

111 蓮暑露壮曇8罫案惜彗恐ギ冒七蕊電禽を2百ある
こと

○医療費適正化に関する施策についての基本的な方針 (平成二十年二月二十
一日)(厚生労働省告示第百四十九号)

高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第八条第
一項の規定に基づき、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針
を次のように定め、平成二十年四月一日から適用する。

医療費適正化に関する施策についての基本的な方針

目次

はじめに

第 ¬ 都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的
な事項

― 全般的な事項
¬ 医療費適正化計画の基本理念
(1)住 民の生活の質の維持及び向上を図るものであること
(2)超 高齢社会の到来に対応するものであること
13)目標及び施策の達成状況の評価を適切に行うものであること
2 第二期医療費適正化計画における目標
(1)住 民の健康の保持の推進に関する目標
(2)医 療の効率的な提供の推進に関する目標
3 都道府県医療費適正化計画の作成のための体制の整備

関係者の意見を反映させる場の設置
市町村との連携

他の計画との関係
健康増進計画との調和
医療計画との調和

(1)担 当組織の設置
(⊇ 関係者の意見を反映させる場の設置
(31 市町村との連携
4 他の計画との関係
1)健 康増進計画との調和
2)医 療計画との調和
3)介 護保険事業支援計画との調和

計画の内容に関する基本的事項

ｍ
一②
√
ｏ
ｏ
ｏ
５
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1 住民の健康の保持の推進に関 し、都道府県において達成すべき目標
に関する事項

(1)特 定健康診査の実施率に関する数値目標
(2)特 定保健指導の実施率に関する数値目標
(3)メ タポリックシン ドロームの該当者及び予備群の減少率に関する

数値目標

2 医療の効率的な提供の推進に関し、
標に関する事項

都道府県において達成すべき目

3 目標を達成するために都道府県力゙取り組むべき施策に関する事項
(1)住 民の健康の保持の推進
(2)医 療の効率的な提供の推進
4 目標を達成するための保険者、医療機関その他の関係者の連携及び
協力に関する事項

5 都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
6 計画期間における医療に要する費用の見通 しに関する事項
7 計画の達成状況の評価に関する事項
8 その他医療費適正化の推進のために都道府県が必要と認める事項

三 その他
1 計画の期間
2 計画の進行管理
3 計画の公表

第 2 都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項

― 評価の種類
1 進捗ちよく状況の評価
2 実績の評価

二 評価結果の活用
1 計画期間中の見直し
2 次期計画への反映

1 住民の健康の保持の推進に関し、都道府県において達成すべき目標
に関する事項

(1)特 定健康診査の実施率に関する数値目標
(2)特 定保健指導の実施率に関する数値目標
(3)メ タボリックシン ドロームの該当者及び予備群の減少率に関する

数値目標
(4)た ばこ対策に関する目標
2 医療の効率的な提供の推進に関 し、都道府県において達成すべき目
標に関する事項

(■)医 療機能の強化・連携等を通 じた平均在院日数の短縮に関する日
標

(2)後 発医薬品の使用促進に関する目標
3 目標を達成するために都道府県が取 り組むべき施策に関する事項
(1)住 民の健康の保持の推進
(2)医 療の効率的な提供の推進
4 目標を達成するための保険者、医療機関その他の関係者の連携及び
協力に関する事項

5 都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
6 計画期間における医療に要する費用の見通 しに関する事項
7 計画の達成状況の評価に関する事項
8 その他医療費適正化の推進のために都道府県が必要と認める事項

三 その他
1 計画の期間
2 計画の進行管理
3 計画の公表

第 2 都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項

― 評価の種類
1 進捗ちよく状況の評価
2 実績の評価

二 評価結果の活用
1 計画期間中の見直 し
2 次期計画への反映



3 都道府県別の診療報酬の設定に係る協議への対応

第 3 医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項

一 医療に要する費用の調査及び分析を行うに当たつての視点

二 医療に要する費用の調査及び分析に必要なデータの把握

第 4 この方針の見直 し

はじめに

我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心 して医療を受けることができる
医療制度を実現 し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成 してき
た。 しか しながら、急速な少子高齢化、経済の低成長、国民生活や意識の
変化等医療を取 り巻 く様々な環境が変化 してきており、国民皆保険を堅持
し続けていくためには、国民の生活の質の維持及び向上を確保 しつつ、今
後医療に要する費用 (以下「医療費」という。)が過度に増大 しないように
していく必要がある。
このための仕組みとして、平成 18年の医療制度改革において、医療費の

適正化 (以下「医療費適正化」という。)を推進するための計画 (以下『医療
費適正化計画」という。)に関する制度が創設された。医療費適正化計画に
おいては、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進に関す
る目標を定めることとされており、具体的な政策として展開することがで
き、かつ、実効性が期待される取組を目標の対象として設定することが重
要である。

また、これらの目標の達成を通じて、結果として医療費の伸びの抑制が
図られることを目指すものであることを踏まえ、厚生労働省及び各都道府
県において、日標の達成状況を評価し、及び計画期間中の医療費の動向を
把握することが必要である。

この方針は、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和 57年法律第 80号。
以下「法」という。)第 8条第 1項の規定に基づき、都道府県が医療費適正
化計画を作成するに当たって即すべき事項を定めるとともに、医療費適正
化計画の評価並びに医療費の調査及び分析に関する基本的な事項等を定め
ることにより、医療費適正化が総合的かつ計画的に推進されるようにする
ことを目的とするものである。

3 都道府県別の診療報酬の設定に係る協議への対応

第3 医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項

― 医療に要する費用の調査及び分析を行うに当たつての視点

二 医療に要する費用の調査及び分析に必要なデータの把握

第4 この方針の見直 し

はじめに

我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心 して医療を受けることができる
医療制度を実現 し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成 してき
た。しかしながら、急速な少子高齢 4し 、経済の低成長、国民生活や意識の
変化等医療を取 り巻 く様々な環境が変化 してきており、国民皆保険を堅持
し続けていくためには、国民の生活の質の維持及び向上を確保 しつつ、今
後医療に要する費用 (以下「医療費」という。)が過度に増大 しないように
していくとともに、二良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確堡を
図っていく必要がある。

このための仕組みとして、平成 18年の医療制度改革において、医療費の
適正化 (以下「医療費適正化」という。)を推進するための計画 (以下「医療
費適正化計画」という。)に関する制度が創設された。医療費適正化計画に
おいては、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進に関す
る目標を定めることとされており、具体的な政策として展開することがで
き、かつ、実効性が期待される取組を目標の対象として設定することが重
要である。

また、これ らの目標の達成を通 じて、結果として医療費の伸びの抑制が
図られることを目指すものであることを踏まえ、厚生労働省及び各都道府
県におい て、日標の達成状況を評価 し、及び計画期間中の医療費の動向を
把握することが必要である。

この方針は、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和 57年法律第 80号。
以下「法」という。)第 8条第 1項の規定に基づき、都道府県が医療費適正
化計画を作成するに当たつて即すべき事項を定めるとともに、医療費適正
化計画の評価並びに医療費の調査及び分析に関する基本的な事項等を定め
ることにより、医療費適正化が総合的かつ計画的に推進されるようにする



第 1 都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的
な事項

― 全般的な事項

1 医療費適正化計画の基本理念

(1)住 民の生活の質の維持及び向上を図るものであること
医療費適正化のための具体的な取組は、第一義的には、今後の住民の

健康と医療の在 り方を展望 し、住民の生活の質を確保・向上する形で医
菫そのものの効率化を目指すものでなければならない。       ~

(2)超 高齢社会の到来に対応するものであること
現在は約 1300万人と推計される 75歳以上の人口は、平成 37年には約

2200万人に近づくと推計されており、これに伴つて現在は国民医療費の

言f鞘」膚t亀輪露⊂躍盟19tt譴協亀認計
結果として老人医療費の伸び率を中長期にわたって徐々に下げてい〈も
のでなければならない。

(新設)

ことを目的とするものである。

こついては

に当た つては、

ために必要 と考え について主

第 1 都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的
な事項

― 全般的な事項

1 医療費適正化計画の基本理念

(1)住 民の生活の質の維持及び向上を図るものであること
医療費適正化のための具体的な取組は、第一義的には、今後の住民の

健康と医療の在 り方を展望 し、住民の生活の質を確保・向上する形で、
良質かつ適切な医療の効率的な提性生目指すものでなければならない。

~

(2)超 高齢社会の到来に対応するものであること

王』塑生生現在は約1500万人と推計される75歳以上の人口は、平成37
年には約 2200万人に近づくと推計されており、これに伴つて現在は国民
医療費の約 3分の 1を 占める後期高齢者医療費が国民医療費の半分弱を
占めるまでになると予想される。これを踏まえ、医療費適正化のための
具体的な取組は、結果として高齢者の医療費の伸び率を中長期にわたっ
て徐々に下げていくものでなければならない。
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2 第一期医療費適正化計画における目標

国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率
が徐々に増加 し、次に 75歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受
療率が上昇 している。これを個人に置き換えてみると、不適切な食生活
や運動不足等の不健康な生活習慣の継続がやがて糖尿病、高血圧症、脂
質異常症、肥満症等の発症を招き、通院及び服薬が始まり、生活習慣の
改善がないままに、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症に至るという経
過をたどることになる。

一方、一人当たり老人医療費を見ると、一番低い長野県が年間約 67万
円、一番高い福岡県が約 102万円で、15倍の差がある。入院医療費がそ
の差の大きな原因であり、そ して、老人の入院医療費は平均在院日数や
人口当たり病床数と高い相関関係を示 しているら

以上のことから、医療費の急増を抑えていくために重要な政策は、一
つは、若い時からの生活習慣病の予防対策である。生活習慣病の発症を
予防することができれば、通院 しなければならない者が減少 し、更には
重症化や合併症の発症を抑え、入院が必要となる者も結果として減るこ
ととなる。もう一つは、入院期間の短縮対策である。これに関 しては、

療養病床 (医療法 (昭和 23年法律第 205号)第 7条第 2項第 4号に規定す
る療養病床をいう。以下同じ。)の うち医療の必要性の低い高齢者が入院
する病床を介護保険施設 (介護保険法 (平成 9年法律第 123号)第 8条第
22項に規定する介護保険施設の う

1項の規定によりなおそ

以下同 じ。)等に

間の短縮を図る。
こうした考え方

ものとする。

のをいう。
における入院期

に立ち、具体的には以下の事項について目標を定める

2 第二期医療費適正化計画における目標

国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率
が徐々に増加 し、次に 75歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受
療率が上昇している。これを個人に置き換えてみると、不適切な食生活
や運動不足等の不健康な生活習慣の継続がやがて糖尿病、高血圧症、脂
質異常症、肥満症等の発症を招き、通院及び服薬が始ま り、生活習慣の
改善がないままに、虚血性心疾患や1菌 血管疾患等の発症に至るという経
過をたどることになる。

このことから、医療費の急増を抑えていくために重要な政策は、一つ
は、若い時からの生活習慣病の予防対策である。生活習慣病の発症を予
防することができれば、通院 しなければならない者が減少 し、更には重
症化や合併症の発症を抑え、入院が必要となる者も結果として減ること
となる。
次に、入院期間の短縮対策である。平成 17年度2-人 当た り老人医療

費を見ると、一番低い長野県が年間約 67万円、一番高い福岡県が約 102
万円で、15倍の差がある。入院医療費がその差の大きな原因であり、そ
して、後期高齢者の入院医療費は平均在院日数と高い相関関係を示 して
いる。

これに関 しては、第一期医療費適正化計画の計画期間においては慢性
期段階の入院に着目し、療養病床 (医療法 (昭和 23年法律第 205号 )第 7
条第 2項第 4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)の うち医療の必
要性の低い高齢者が入院する病床を介護保険施設 (介護保険法 (平成 9年
法律第 123号 )第 8条第 24項に規定する介護保険施設 をいう。以下同じ。)

等に転換することを中心に据えて、医療機関における入院期間の短縮を

●
０

ことでは



(1)住民の健康の保持の推進に関する目標

① 特定健康診査 (法第 18条第 1項に規定する特定健康診査をいう。以
下同じ。)の実施率

② 特定保健指導 (法第 18条第 1項に規定する特定保健指導をいう。以
下同じ。)の実施率

③ メタボリックシンドローム (内臓脂肪症候群)の該当者及び予備群 (特
定保健指導の実施対象者をいう。以下同じ。)の減少率     ~

(2)医療の効率的な提供の推進に関する日標

Qの
書需鼎

臼回菫担塾」主厘壁金■2豊壁壺壁墾奎逓室」ヒ⊆ユ

0 平均在院日数

3 都道府県医療費適正化計画の作成のための体制の整備

(1)担当組織の設置
都道府県医療費適正化計画を作成するに当たつては、庁内における作

成作業の取りまとめを行う課室を定め、当該課室に、作成作業を専門に
担当する係又はチームを設置するとともに、関係する部署 (保健福祉関係
部局内の関係部署 (筆頭課室、国民健康保険担当、老人医療担当、医務担
当、介護保険担当、高齢者保健福祉担当、健康増進対策担当、地域保健
担当等)、 総務部局、企画部局等)との調整等を円滑に行うことができる
体制 (例えば計画作成のためのプロジェクトチーム又はワーキングチーム
等)を設けることが望ましい。

さらに
こと

つ い て 、

こうした考え方に立ち、具体的にはおおむね以下の事項について目標
を定めるものとする。

(1)住民の健康の保持の推進に関する目標

① 特定健康診査 (法第 18条第 1項に規定する特定健康診査をいう。以
下同じ。)の実施率

② 特定保健指導 (法第 18条第 1項に規定する特定保健指導をいう。以
下同じ。)の実施率

③ メタボリックシンドローム (内臓脂肪症候群)の該当者及び予備群の
減少率

④ たばこ対策

(2)医療の効率的な提供の推進に関する目標

平均在院日数
後発医薬品の使用促進

3 都道府県医療費適正化計画の作成のための体制の整備

(肖1除 )

①
一②



(2)関 係者の意見を反映させる場の設置
医療費適正 1ヒ 対策の推進は、幅広い関係者の協力を得て、地域の実情

に応 じたものとすることが求められる。このため、外部の専門家及び関
係者 (学識経験者、保健医療関係者、保険者 (法第 7条第 2項に規定する
保険者をいう。以下同じ。)の 代表者等)の意見を反映することが必要で
あり、そのための検討会や懇談会等を開催することが望ましい。なお、
この場合においては、既存の審議会等を活用 しても差 し支えない。

(3)市 町村との連携
市町村 (特別区を含む。以下同じ。)は、住民の健康の保持の推進に関

芥墓漁晨需峯
=勢

)立場の一つである。このため、都道
府県医療費適正化計画を作成あるいは変更する過程において、関係市町
村に協議する (法第 9条第 4項)等都道府県は市町村との間の連携を図る
ことが必要である。  ~

4 他の計画との関係

都道府県医療費適正化計画は、「住民の健康の保持の推進」と「医療の
効率的な提供の推進」を主たる柱とすることから、前者は、都道府県健
康増進計画 (健康増進法 (平成 14年法律第 lo3号 )第 8条第 1項に規定す
る都道府県健康増進計画をいう。以下「健康増進計画」という。)と 、後
者は、都道府県医療計画 (医療法第 30条の 4第 1項に規定する医療計画
をいう。以下「医療計画」という。)及び都道府県介護保険事業支援計画
(介護保険法第 118条第 1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画を
いう。以下「介護保険事業支援計画」という。)と 密接に関連する。

このため、以下のとお り、これらの計画と調和が保たれたものとする
ことが必要である。

(1)健 康増進計画との調和

穀:「i:繁昌::ri言景暑][理
責告種蓄3景繹8晃墓た茜手詈器

)て 高い予防効果を発揮するようにす
る必要がある。

このため、健康増進計画の改定時期及び改定後の計画期間について、

(1)関係者の意見を反映させる場の設置
医療費適正化対策の推進は、幅広い関係者の協力を得て、地域の実情

に応 じたものとすることが求められる。このため、外部の専門家及び関
係者 (学識経験者、保健医療関係者、保険者 (法第 7条第 2項に規定する
保険者をいう。以下同じ。)の代表者等)の意見を反映することが必要で
あり、そのための検討会や懇談会等を開催することが望ましい。なお、
この場合においては、既存の審議会等を活用 しても差 し支えない。

(■)市町村との連携
市町村 (特別区を含む。以下同じ。)は、住民の健康の保持の

しては、健康増進の啓発事業等を実施する立場であり、また、
護の連携の推進に関しては、介護保険施設その他の介護サービ
整備を担う立場の一つである。

このため、

ることが必要である。

4 他の計画との関係

都道府県医療費適正化計画は、「住民の健康の保持の推進」と「医療の
効率的な提供の推進」を主たる柱とすることから、前者は、都道府県健
康増進計画 (健康増進法 (平成 14年法律第 103号 )第 8条第 1項に規定す
る都道府県健康増進計画をいう。以下「健康増進計画」という。)と 、後
者は、都道府県医療計画 (医療法第 30条の 4第 1項に規定する医療計画
をいう。以下「医療計画」という。)及び都道府県介護保険事業支援計画
(介護保険法第 118条第 1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画を
いう。以下「介護保険事業支援計画」という。)と 密接に関連する。

このため、以下のとおり、これらの計画と調和が保たれたものとする
ことが必要である。

(1)健 康増進計画との調和
健康増進計画における生活習慣病対策に係る目標及びこれを達成する

ために必要な取組の内容が、第二期都道府県医療費適正化計画における
住民の健康の保持の推進に関する目標及び取組の内容と整合 し、両者が
相まつて高い予防効果を発揮するようにする必要がある。

このため、健康増進計画の改定時期について、第二期都道府県医療費



第一期都道府県医療費適正化計画の作成時期及び計画期間と同一にする
ことが望ましい。

(2)医 療計画との調和

の需馨啓7塁空菫黒                     
取組

直正化計画における医療の効率的な提
供の推進に関する取組の内容とが整合 し、良質かつ適切な医療を効率的
に提供する体制が実現されるようにする必要がある。

び改墨なお許唇覇啓日                
の改定時期及

第一期都道府県医療費適正化計画の作成
時期及び計画期間と同一にすることが望ましい。

(3)介 護保険事業支援計画との調和
介護保険事業支援計画における介護保険施設等の整備等に関する取組

の内容と、第一期都道府県医療費適正化計画における療養病床の再編成
に関する取組の内容とが整合し、療養病床から介護保険施設専天あ雨肩

が [コ ら にする必要がある。このため、各都道府県の

21年度か を
に適切に反映させることが必要である。

(新設)

二 計画の内容に関する基本的事項

1 住民の健康の保持の推進に関 し、都道府県において達成すべき目標に
関する事項

都道府県医療費適正化計画における「住民の健康の保持の推進」
目標値としT、 飲の日標を設定することが必要である。第一期一』

に

)にする必要がある。このため、介護
保険事業支援計画における内容を第二盤都道府県医療費適正化計画に適
切に反映させることが必要である。

5東日本大震災の被災地への配慮

適正化計画の作成時期と同一にすることが望ましい。

(2)医 療計画との調和
医療計画における良質かつ適切な医療を効率的lr提供立ち埜tllの 確堡

取組の内容と、第二期都道
その効率的な提供の推進に関する目標

ュ」取組の内容とが整合 し、良質かつ適切な医療を効率的かつ安定的に
提供する体制が実現されるようにする必要がある.

このため、医療計画の改定時期及び改定後の計画期間について、第二

塁都道府県医療費適正化計画の作成時期及び計画期間と同―にすること
が望ましい。

(3)介護保険事業支援計画との調和

計画の内容に関する基本的事項

住民の健康の保持の推進に関 し、都道府県において達成すべき目標に
関する事項

第二期都道府県医療費適正化計画における「住民の健康の保持の推進」
に関する目標値としては、以下のものが考えられる。

について



健淫鬱毛金鍵轟異畿曇妥Lil事なP廣臨 理鷺景席ダ言零

間を踏まな信塵彗百譜ピ賛讐酔 響
の中間評路 2の二の1参

(1)特 定健康診査の実施率に関する数値目標

(2)特 定保健指導の実施率に関する数値目標

平成 20年度と比べた、平成 24 年度時点でのメタボリックシンドロー
ムの該当者及び予備群の洒夢蒸を、

べ て 25%

これらの目標値については、平成 27年度の中間評価 (第 2の二の 1参
照)を踏まえ、必要に応 じ見直 しを行う。

(1)特 定健康診査の実施率に関する数値目標

(2) 特定保健指導の実施率に関する数値目標

れ         らミ轟肇標種塘磐讐皇惇蒼督ffttTr要
と判定さ

||

(3)メ タボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率に関する数
値目標

―ムの該当者及び予備群の推定数 (平成 20年度の年齢階層男1(5歳階級)

及び性別でのメタボリックシンドロームの該当者及び予備群が含まれる
割合を、平成 24年 4月 1日 現在での住民基本台帳人口(年齢階層別 (5歳

特定保健指導の実施率に関する全国目標は、平成 29年度において、当
該年度における特定保健指導が必要と判定された対象者の 45%以上力`特
定保健指導を受けることとする。

(3)メ タボリックシン ドロームの該当者及び予備群の減少率に関する数
値目標

するこrZど曇雇台客監遣需置だ露『菅肇墾掌雪言L漂蓬隼器斐晋習警≧生

―ムの該当者及び予備群の推定数 (平成 20年度の年齢階層別 (5歳階級)

及び性別でのメタボリックシンドロームの該当者及び予備群が含まれる
割合を、王成立9年 4月 1日現在での住民基本台帳人口(年齢階層別(5歳

特定健康診査の実施率に関する全国目標は、平成 29年度において 40
歳から 74歳 までの対象者の 70%以上が特定健康診査を受診することと
する。

の目標値は、第一

におけ

して



階級)及び性別)で乗じた数とする。)か ら平成 24年度のメタボリックシ
ン ドロームの該当者及び予備群の推定数 (平成 24年度の年齢階層別 (5歳
階級)及 び性別でのメタボリックシン ドロームの該当者及び予備群が含ま

驚磨忍鳥長li髪仔
=彙

t暑姦暑,管FC身黒爵墓轟野ミ畿電F堕蜃デF
ボリックシン ドロームの該当者及び予備群の推定数で除 して算出する。

(新設)

2 医療の効率的な提供の推進に関 し、都道府県において達成すべき目標
に関する事項

第一期都道府県医療費適正化計画における「医療の効率的な提供の推

[呻 絣 閻 灯
祠 識 参

行う。

(1)療 養病床の病床数に関する数値目標
平成 24年度末時点での療養病床の病床数は、医療保険適用の療養病床

(回復期 リハビリテーション病棟である療養病床を除く。以下「医療療養
病床」という。)の現状の数 (平成 18年 10月 時点での医療機関への調査
による数から回復期 リハ ビリテーション病棟め病床数を控除したものと
する。)か ら、医療療養病床から介護保険施設等に転換又は削減する見込
数 (平成 18年 10月 時点における医療療養病床の医療区分 1の入院者に対
応する病床数に、医療療養病床の医療区分 2の入院者に対応する病床数
の 3割を加えたものとする。)を控除 して得た数に、介護療養病床から医
療療養病床へ転換する見込数 (平成 18年 10月 時点における介護療養病床
の医療区分 3に相当する入院者に対応する病床数に、介護療養病床の医
療区分 2に相当する入院者に対応する病床数の 7割を加えたものとす

階級)及び性別)で乗じた数とする。)か ら平成 29年度のメタボリックシ
ンドロームの該当者及び予備群の推定数 (平成 29年度の年齢階層別 (5歳
階級)及び性別でのメタポリックシン ドロームの該当者及び予備群が含ま
れる割合を、平成 29年 4月 1日 現在での住民基本台帳人口(年齢階層別 (5

歳階級)及び性別)で乗じた数とする。)を減じた数を、平成 20年度メタ
ボリックシンドロームの該当者及び予備群の推定数で除して算出するこ
上が考えられる。

2 医療の効率的な提供の推進に関 し、都道府県において達成すべき目標
に関する事項

第二期都道府県医療費適正化計画における「医療の効率的な提供の推
進」に関する目標値としては、以下のものが考えられる。

1参照)を踏ittF嫁婆|:漂じ買讐し詈磨考子生早
の中間評価(第 2の二の

(削除)



る。)を加えて得た数を基に、計画期間中の後期高齢者人口の伸び率、並
びに救命救急医療の充実、早期 リハビリテーションの強化による重症化
予防、在宅医療及び地域ケアの推進に関する方針等を総合的に勘案し、
それぞれにおける実情を加味して設定するものとする。

(2)平均在院日数に関する数値目標 ■
標
一

医療機能の強化・連携等を通じた平均在院白数の短縮に関する目

|よ じめとする医療機能の強化、病院・病床機能の役割分担・

システムの

について

について

れる。

3

のためのロー ドマじ

まえ、平成 29年度におI

の差を半分にすることカ

においては

４
４
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3 日標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
都道府県は、第一期都道府県医療費適正化計画において、1及び 2で

設定した目標値の達成のために必要な施策として、次のような取組を定
めることが必要である。

(1)住民の健康の保持の推進

3 目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
都道府県は、第二期都道府県医療費適正化計画において、1及び 2で

設定した目標値の達成のために必要な施策としては、以下のものが考え
られる。

(1)住民の健康の保持の推進

について

につい

シン ドロームの該当



土塾三二重ユニとが望ましい。

の

となった住民に

においては

(2)医 療の効率的な提供の推進 (2)医 療の効率的な提供の推進



ヒめの

ニーズの

② 医療機関の機能分化・連携
平成 20年度からの新たな医療計画においては、がん、脳卒中、急性心

警勝轟鵠盤欝発罷雛稿 碕秘配135塾皇
ごとに、例えば地域連携クリティカルバスの活用等により各医療機関が
地域においてどのような役割を担うのかを明らかにしていくこととして
いる。                                ~

これらは医療の効率的な提供の推進に関連する事柄であり、第一期都
道府県医療費適正化計画においては、上記に関連する箇所における記述
の要旨又は概要を再掲す亀   ~

Ω 在宅医療・地域ケアの推進
入院医療から地域及び自宅やケアハウスなど多様な住まい(以下「在宅」

という。)に おける療養への円滑な移行を促進するためには、在宅医療や
在宅での看護・介護サービスの充実を推進するほか、住宅施策との連携
を含めた受け皿の整備が不可欠である。

第一期都道府県医療費適正化計画においては、医療計画及び地域ケア

(削除 )

① 医療機関の機能分化・連携
平成 25年度からの新たな医療計画においては、がん、脳卒中、急性心

筋梗塞、糖尿病及び精神疾患の五疾病、救急医療、災害時における医療、
へき地の医療、周産期医療及び小児医療 (4ヽ児救急医療を含む。)の五事
業並びに在宅医療ごとに、例えば地域連携クリティカルパスの活用等に
より各医療機関が地域においてどのような役割を担うのかを明らかに し
ていくこととされている。

② 在宅医療・地域ケアの推進
入院医療から地域及び自宅やケアハウスなど多様な住まい (以下「在宅」

という6)における療養への円滑な移行のためには、在宅医療や在宅での
看護・介護サー ビスの充実を推進するほか、住宅施策との連携を含めた
受け皿の整備が不可欠である。

地製 型看曇暴冒管電量選指鷲票垣曾措手施義

これらは医療の効率的な提供の推進に関連する事柄であり、
道府県医療費適正化計画において

た いこととしてい
が、ヨ|



整備構想における関連する記述の要旨又はその概要を再掲する。

(新設 )

4 目標を達成するための保険者、医療機関その他の関係者の連携及び協
力に関する事項

3に掲げた取組を円滑に進めていくために、都道府県は、住民の健康
の保持の推進に関しては保険者及び健診・保健指導機関等と、医療の効
率的な提供の推進に関 しては医療機関及び介護サー ビス事業者等と、普
段か ら情報交換を行い、相互に連携及び協力を行えるような体制作 りに
努める必要がある。

こうした情報交換の場としては、3の (1)の保険者協議会のほか、地域
・職域連携推進協議会、医療審議会等の積極的な活用が期待されるが、
会議の場だけではなく様々な機会を活用 して積極的に連携・協力を図る
ことが重要である。

とする。

について

のための自己

として効果を発揮しているかとし`

を深めることが必要で左

きは、施策に反映していくことが有効である:再 iΞ :個万あ頭可蘊蕃天
き施策が個別目標の達成に向けてどれだけの効果をもたらしているか、

4 目標を達成するための保険者、医療機関その他の関係者の連携及び協
力に関する事項

3に掲げた取組を円滑に進めていくために、都道府県は、住民の健康
の保持の推進に関 しては保険者及び健診・保健指導機関等と、医療の効
率的な提供の推進に関 しては医療機関及び介護サー ビス事業者等と、普
段から情報交換を行い、相互に連携及び協力を行えるような体制作 りに
努める必要がある。

こうした情報交換の場としては、3の (1)の保険者協議会のほか、地域
・職域連携推進協議会、医療審議会等の積極的な活用が期待されるが、
会議の場だけではなく様々な機会を活用 して積極的に連携・協力を図る
ことが重要である。



都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項

都道府県は、都道府県医療費適正化計画の内容に資するよう、医療費
の伸びやその構造等の要因分析を行う必要がある。詳細は第 3を参照の
こと。

6 計画期間における医療に要する費用の見通 しに関する事項

具体的な算出方法は、別紙 (標準的な都道府県医療費の推計方法)を参
考にすることが望ましいが、いずれの算出方法を採る場合においてもこ‐   ‐ ― ― ― ′― ―― ‐~― ‐ ●●・ ヽ ‐ _4・ 1‐ ‐´ブヤ ー ′」

“
hC,不

'■
2口 :― ●Jレ・ ヽ つ ‐

の見通 しは第 1の二の 2に示す 2つの目標値と相互に関連するものであ
り、全体としてこれ らの目標値とこの見通 しとの整合性の確保に留意す
る必要がある。

7 計画の達成状況の評価に関する事項

都道府県医療費適正化計画の達成状況を評価 し、その結果をその後の
取組に活かしていくため、都道府県は、計画の中間年度及び最終年度の
翌年度にそれぞれ評価を行う。詳細は第 2を参照のこと。

その他医療費適正化の推進のために都道府県が必要と認める事項

都道庵県独自の取組を都道府県医療費適正化計画に位置付 !土 る場合II

29

都道府県は、各都道府県民の医療費の現状及
するとともに、3に掲|ザた取組を行い、日標を
五5年後の医療費の見通Cを輸

1の一の 3

5 都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項

都道府県は、都道府県医療費適正化計画の内容に資するよう、医療費
の伸びやその構造等の要因分析を行う必要がある。詳細は第 3を参照の
こと。

6 計画期間における医療に要する費用の見通 しに関する事項

都道府県は、各都道府県民の医療費の現状に基づき 5年後の医療費の
見通しを算出する。
具体的な算出方法は、別紙 (標準的な都道府県医療費の推計方法)を参

考にすることが望ましいが、どのような算出方法を採る場合においても

二9景曇標警               士想曇彗濯涛纏凛走磐響
する必要がある。

7 計画の達成状況の評価に関する事項

都道府県医療費適正化計画の達成状況を評価 し、その結果をその後の
取組に活かしていくため、都道府県は、計画の中間年度及び最終年度の
翌年度にそれぞれ評価を行う。詳細は第2を参照のこと。

8 その他医療費適正化の推進のために都道府県が必要と認める事項

に求め ることに加 えて

rこ ぉぃて

第二期医療費適正化計画においてIょ、都道府県独自の取組を主体的に



こついて、3に準 じ

〓
一　
　
１

その他

計画の期間
法第 9条第 1項の規定により、

期とするものとされているため、
都道府県医療費適正化計画は 5年 を一
第一期都道府県医療費適正化計画につ

いては、平成 20主度から平成 24 年度までを計画期間として作成するこ
ととなる。

2 計画の進行管理
都道府県医療費適正化計画は、計画の実効性を高めるため、計画作成、

実施、点検・評価及び見直し。改善の一連の循環により進行管理をして
いくこととしてぃる。詳細は第 2を参照のこと。

3 計画の公表
法第 9条第 5項の規定により、都道府県は、都道府県医療費適正化計

画を作成したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するほか、
これを/AN表 することが必要である。

第2.都道府県医療費適正化計画の津成状況の評価に関する基本的な事項

― 評価の種類

1 
彗趙葬轟蒙讐等番畢評 型 第 1項の規定により、都道府県医療費適正化計

画の作成年度の翌々年度である平成 22年度に中間評価として計画の進捗
ちよく状況に関する評価を行い、その結果を公表することが必要である。

た適正な受診の促進、診療報酬明細書の審査及び点検の充実、地域連携
久リティカノレパスに関する協議会の設置等が考えられる。なお、これ ら
取組例のうち、市町村等都道府県以外が実施主体となる取組については、
その積極的実施の支援あるいは促進が都道府県の施策となる。

三 その他

1 計画の期間
法第 9条第 1項の規定により、

期とするものとされているため、
いては、平成 25年度から平成 29

都道府県医療費適正化計画は 5年 を一
第二期都道府県医療費適正化計画につ
年度までを計画期間として作成するこ

ととなる。

2 計画の進行管理
都道府県医療費適正化計画は、計画の実効性を高めるため、計画作成、

実施、点検・評価及び見直 し・改善の一連の循環により進行管理をして
いくこととしている。詳細は第 2を参照のこと。

3 計画の公表
法第 9条第 6項の規定により、都道府県は、都道府県医療費適正化計

画を作成 したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するほか、
これを公表するよう努めることとする。

第 2 都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項

一 評価の種類

1 進捗状況の評価
都道府県は、法第 H条第 1項の規定により、都道府県医療費適正化計

画の作成年度の翌々年度である平成 27年度に中間評価として計画の進捗
状況に関する評価を行い、その結果を公表することが必要である。



評価に際 しては、計画に定めた施策の取組状況並びに目標値の進展状
況及び施策の取組状況との因果関係について分析を行うことが望ましい。

2 実績の評価
都道府県は、法第 12条の規定により、計画期間終了の翌年度である平

成 25年度に目標の達成状況を中心とした実績評価を行い、その結果を公
表することが必要である。

評価に際 しては、計画に定めた施策の取組状況並びに目標値の達成状
況及び施策の取組状況との因果関係について分析を行うことが望ましい。

二 評価結果の活用

1 計画期間中の見直 し
中間評価を踏まえ、必要に応 じ、達成すべき目標値の設定、日標を達

成するために取り組むべき施策等あ内容について見直しを行い、計画の
変更を重うものとする。

2 次期計画への反映

画富罹鵬 各電電 警響¥警害君
はヽ第二期都道府県医療費適正化計

とから、当該計画の内容の検討に際 し
ては、当該評価結果を適宜活用するものとする。

3 都道府県別の診療報酬の設定に係る協議への対応
法第 14条第 1項において、厚生労働大臣は、計画期間終了の翌年度に

自らが行 う実績評価の結果、全国及び各都道府県における医療の効率的
な提供の推進に関する目標を達成 し、医療費適正化を推進するために必
要と認める時は、―の都道府県の区域内における診療報酬について、地
域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供
する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道
府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができるとされ
ている。

この定めをするに当たってあらか じめ行われる関係都道府県知事との
協議に際 して、都道府県は自らが行つた実績評価を適宣活用 して対応す
るものとする。

評価に際 しては、計画に定めた施策の取組状況並びに目標値の進展状
況及び施策の取組状況との因果関係について分析を行 うことが望ましい。

対応を行うことが望ましい。

2 実績の評価
都道府県は、法第 12条の規定により、計画期間終了の翌年度である平

成 25年度に目標の達成状況を中心とした実績評価を行い、その結果を公
表することが必要である。

評価に際 しては、計画に定めた施策の取組状況並びに日標値の達成状
況及び施策の取組状況との因果関係について分析を行うことが望ましい。

二 評価結果の活用

1 計画期間中の見直し
中間評価を踏まえ、必要に応 じ、日標を達成するために取 り組むべき

施策等の内容について見直 しを行うことが望ましい。

2 次期計画への反映
中間評価の翌々年度 (平成 29年国 は、第二期都道府県医療費適正化計

画の作成作業を行うこととなることから、当該計画の内容の検討に際 し
ては、当該評価結果を適宜活用するものとする。

3 都道府県別の診療報酬の設定に係る協議への対応
法第 14条第 1項において、厚生労働大臣は、計画期間終了の翌年度に

自らが行う実績評価の結果、全国及び各都道府県における医療の効率的
な提供の推進に関する目標を達成し、医療費適正化を推進するために必
要と認める時は、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地
域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供
する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道
府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができるとされ
ている。

この定めをするに当たつてあらかじめ行われる関係都道府県知事との
協議に際して、都道府県は自らが行つた実績評価を適宜活用して対応す
るものとする。



第3 医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項

― 医療に要する費用の調査及び分析を行うに当たっての視点

都道府県は、医療費が伸びている要因の分析を行う必要があることか
ら、医療費の多くを占める老人医療豊を中心に、全国の平均値及び他の
都道府県の値等との比較を行い、全国的な位置付けを把握し、医療費又
は医療費の伸びが低い都道府県や近隣の都道府県との違い、その原因等
を分析する必要がある。
その際、都道府県別の医療費には、保険者の所在地ごとに集計された

医療費、医療機関の所在地ごとに集計された医療費、住民ごとの医療費
の三種類があり、それぞれの医療費について、その実績と動向に関し、
分析を行う必要がある。

二 医療に要する費用の調査及び分析に必要なデータの把握

都道府県は、地域内の医療に要する費用の実態を把握するため、国民
健康保険事業年報等から、性別、年齢別及び疾患別の受診件数、受診日
数及び医療に要する費用のデータを入手する必要がある。

また、地域内における医療機関の病床数の状況や、保険者が実施する
特定健康診査等の実施状況についてのデータを把握していく必要がある。

第 4 この方針の見直 し

成二饗事電獲ち躙 曹ξF言評居膚F曇層野轟暦著渋啓冒?鎮
の施行状況その他の事情を勘案 し、必要な見直 しを行うものとする。

第 3 医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項

― 医療に要する費用の調査及び分析を行うに当たっての視点

都道府県は、医療費が伸びている要因の分析を行う必要があることか
ら、医療費の多くを占める高齢者の医療費を中心に、全国の平均値及び
他の都道府県の値等との比較を行い、全国的な位置付けを把握 し、医療
費又は医療費の伸びが低い都道府県や近隣の都道府県との違い、その原
因等を分析する必要がある。

その際、都道府県別の医療費には、保険者の所在地ごとに集計された
医療費、医療機関の所在地ごとに集計された医療費、住民ごとの医療費
の三種類があり、それぞれの医療費について、その実績と動向に関 し、
分析を行う必要がある。

二 医療に要する費用の調査及び分析に必要なデータの把握

都道府県は、地域内の医療に要する費用の実態を把握するため、国民
健康保険事業年報等から、性別、年齢別及び疾患別の受診件数、受診日
数及び医療に要する費用のデータを入手する必要がある。

また、地域内における医療機関の病床数の状況や、保険者が実施する
特定健康診査等の実施状況についてのデータを把握していく必要がある。

さらに、国が 況 や データ

要がある。

第4 この方針の見直し

成二各事穂墳ち辮 覆淫貯≒発畿言
道府県医療費適主化計画の作

このため、この方針については、法

案管「 膝望                   
その他の事情を勘

る。

別紙

に関するデータについて



平成 24年 8月 22日

厚生労働省大臣官房会計課

特別重点要求・重点要求 (別紙)
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年金差額分 (自 然増含む)については、消費税引上げ分を償還財源 として確保 した
つなぎ国債 (年金特例公債 )を発行 して年金財政に繰 り入れることとされている。

自然増 8,400億円 =曾

年金差額分(注 1)

(基礎年金国
庫負担割合
1/2と 365%
との差額)

27兆 7, 930億 円 ※
(年金特例公債分 2兆 4, 879億 円を含む)

義 務 虹 経J

ヒ 100/o

その他の経費

i1 6,00明意嵩i
560億 円援

6,930億 円※

※ 平成 24年度予算額

○

○

<別 枠で要求するもの>

東日本大震災復1日
・復興経費

B型肝炎の給付金等支給経費



特別重点要求・重点要求 (イ メ■ジ)

(別紙 )

重点要求

: 「日本再生戦略」に  :
i   関連する施策   :
.ヽ........●●●●●●●●●●●●●●●0●●●●●●●●●1●●●●.....■ ●●:`′

特別重点要求

.グ リーンX4倍
ライフ・農:林漁業X2倍 _



日 本 再 生 戦 略

～フロンティアを拓き、「共創の国」

(参考 )

平成 24年 7月 31日

次 (抄 )

Ⅳ.日本再生のための具体策 、
_

1 政策実行の枠組み                    ｀

(1)政策対象の明確化による施策のメ1リ ハ リある実施～日本再生の 4大プ
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(抄)   .

1_政策実行の枠組み

(1)政策対象の明確化による施策のメ リハ リある実施

(抄 )

①́ ゴリ=ン ーー革新的エネルギニ・環境社会の実現プロジェクトー
2020年 までの目標

東 日本大震災や原発事故で我が国におけるエネルギ=供給体制の脆弱性が明ら
ひつ

かになり、電力需給の逼迫という現実を目の当たりにする中、脱原発依存、エネ

ルギーニューディールを目指し、革新的なエネルギー・環境社会を実現する。世

界が直面するエネルギー問題につ、いて国際社会に解決の道を提示してい〈ことは、

我が国の国家的使命である。このため、電力の供給サイド、需要サイ ドの双方に

リソースを集中投下し、自動車、交通、住宅、都市開発、医療などの横断的な分

野のエネルギー技術のイノベーションの連鎖を引き起こし、新産業の倉1出や産業

構造の変化を進める。      ‐

日外では世界標準を獲得するとともに、国内では日本全体の「スマート化Jを
図り、これまでの中央集権型の供給から、家庭や企業等が電源等を選択できる環
境が整備され、国内の様々なエネルギー源を最大効率で活用できる社会を目指す。
加えて、広くて、耐震性に優れつつ、省エネ性能を有する住まいやまちづくりを
通じ、電力を使う者が、前向きに省エネ、節電等に取 り組み、ライフスタイルの
変革が実現される社会を実現する。地域の特性に応じた未利!用 エネルギーの積極
的な活用等を通じ、地域活性化にも寄与する。

また、分散型エネルギーシステムを支える大きな要素として再生可能エネルギ
ーの重要性は一層高まうている。導入促進を支える規制見直しや地域の特徴ある
取組の促進、技術開発の推進等により、今まで以上に再生可能エネルギーが身近
な存在となる社会を目指す。また、蓄電池は分散型エネルギーシステム促進の核
となる重要技術であり、蓄電池戦略の実現に努める。同時に、最終的なエネルギ
ー消費の形態であることが多い熱の効率的利用の促進も進める。

さらに、東日本大震災の経験は、災害時における石油や LPG等の燃料備蓄の重
要性を再認識させた。地域ごとの需給状況を踏まえた備蓄の推進や、民間企業に
よる国内天然ガスパイプライン整備、化石エネルギーの安定供給確保等が担保さ
れる社会像を目指す。

これまでと全く異なる新しい社会像を実現するためには、エネルギニーを効率的、
安定的に活用できる世界最先端のエネルギー技術の強化とともに、新 しい規制・

制度や税制等、これまでの延長線上や従来の枠にとらわれない自由で新しい発想
や創意工夫による、未来を切り拓〈非連続な発展が重要である。国内のみならず、
我が国の技術の強みが生かされる、スマ

=ト コミユニティを始めとしたエネルギ
ーシステム等のインフラ輸出など、海外展開による日本ブランド再生に同時に取
り組み、我が国の成長につなげていく。

)4



② ライフ ー世界最高水準の医療・福祉の実現プロジェクトー
｀        2020年 までの目標 :50兆日の需要創造と284万人の雇用創造

我が国の医療は世界的にも平均医療の水準の高さなど強みを有しているが、今
後は高齢社会の中で、どこに住んでいても、その人にとって適切な医療・介護サ
ービスが受けられる社会を実現する。同時に、できる限り住み慣れた地域で在宅

′

を基本として生活を継続し、地域社会の中で、医療、介護、予防、住まい、生活
支援サービスを包括的に受けることができる社会を実現する。

また、公的保険で対応できない分野についても、民間活力を生かし、その創意
ェ夫においてt多様な二ニズに対応tた,一 ビスを言1出

‐提供することtこ より、
きめ細かなサービスを実現し、医療・介護サービスを利用しつつ、地域で豊かな
i生活を送ることができる社会を実現する。

さらに、グローバル経済で高付加価値化を図って勝ち抜いていくためには、将
来の我が国の成長産業として医薬品・医療機器産業fま薫要な位置づけを占めるこ
とが期待される。国民に世界最高水準の医療を提供し続けるためには、革新的医
薬品

。医療機器を世界に先駆けて創出するとともに、再生医療や個別化医療のよ
うな世界最先端の医療分野で日本が世界をリー ドしていく。加えて、高齢者の生
活の質の向上、介護・福祉現場等における負担軽減、効率化、介護サービスの進 ′
化のため、我が国が有するロボット技術等を活用し、多様な医療機器、福祉機器
を開発し、我が国の新しいものづくり産業の倉1出 に貢献する:  |
我が国(す世界でも高齢化の進展で♯頭を走っており、これらの取組を進め、日,

本の医療の3■みをいかして弱みを克服した新たな医療システムを構築しご積極的
に日本の医療を世界に発信していくことで、高齢化に対応した先進的な事例と評

I

価される可能性を秘めており、医療サニビスと医療機器が一体とならた海外展開
や医療 1介護システムをパッケージとした海外展開など医療産業の市場を広く海
外に展開し、大きな成長を目指す。

が

2020年までの目標 :6次産業化の市場規模 10兆円
地域に根差した農林漁業の活性化を図り、地域の資源を見直し、高付加価値化

.を
進めた新しい6次産業とすることで、農林漁業者の所得を増大さt■、日本全国:

津々浦々の地域活力の向上につなげていく。意欲ある若者や女性などが、安心し
て農林水産業に参入し、継続して農林水産業に携わる環境を整え:農林水産業を
新たな雇用の受け皿として再生する。また、食の安全“安心への関心が世界的に
高まる中で、「安全で、美味しく、健康的な」国内の晨林水産物・食品の輸出を
積極的に進めるとどもに、世界で高く評価されている日本の食文化について、健 ヽ

康・教育・観光等の様々な領域と連携し:て 、世界に幅広く発信する。農林漁業と
商業、工業、観光業を組み合わせた6次産業を生み出すことで、地域社会に自信
と誇りを取り戻す。まf_― 、地域の特性に応じて、我が国の成長ェンジ多となる産
業等の集積の促進を進め、地域の知恵と工夫を最大限いかした地域コミュニティ
の形成や地場産業の活力の創出を図り、各々の地域が競争・協力して地域力の向
上を実現する。                          .



平成 25年度 厚生労働省概算要求の検討状況

年金・医療等に係る経費等 (自 然増 8,400億円)

年  金   1,700億 円

医  療   3,600億 円

介  護   1,400億 円

福 祉 等   1,700億円

8,400億 円

2 その他の経費

次の観点を踏まえ、事務事業の見直 しを行い削減

口 行政事業レビューによる検証

“
・
省内事業仕分けの指摘

口 決算不用の反映
二 独立行政法人 口公益法人向け支出の見直し

“ 庁費・委託費の削減

3 特別重点要求 口重点要求

特別重点要求

重 点 要 求

「日本再生戦略」に適合する施策のうち

グリーン、ライフ、農林漁業
「日本再生戦略」に関連する施策

<検討中の事項>
○ 医療イノベーション関係

○ 地域医療・在宅医療関係

○ 認知症施策関係

○ がん対策等関係

O 障害者に対する総合的支援関係

0 子ども ,子育て支援関係

O 生活支援戦略関係

O 地域雇用倉1出関係

O 高度浄水処理施設整備関係 ―

計

な ど



4 別枠で要求するもの

|    ○ 東 日本大震災復旧 口復興経費 (東 日本大震災復興特別会計 )

被災地の復旧・復興の状況等を踏まえ、「東日本大震災からの復興の基本

1      方針」(平成 23年 7月 29日 東日本大震災復興対策本部決定)に沿つて、所

要の額を要求。

|   |O B型 肝炎の給付金等支給経費

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(平成

1      23年 12月 16日 法律 126号 )等を踏まえ、所要の額を要求。

5 予算編成過程で検討する方向で整理 している事項

0 医療保険における 70歳以上 75歳未満の患者負担の取扱い

○ 過去の年全国庫負担繰延べの返済

〇 年金保険料の事務費への充当の解消

○ 社会保障・税番号制度関係システムの導入等

O 雇用保険・求職者支援の国庫負担の本則戻 し

〇 高齢者医療支援金の総報酬割に応じた負担と協会けんぽの国庫

補助の取扱い

○ 生活支援戦略

○ 難病対策等の見直 し   など



○ 平成25年度予算の概算要求組替え基準の基本的考え方

□ 東日本大震災からの復興対策、防災“減災事業への重点化

東日本大震災からの復興、福島の再生に全力で対応するため、各省大

臣は、復興対策に係る経費について、東日本人震災復興特別会計!二おい

て所要の金額を要求する。

また、災害に強ぃ国づくりに向けた取組の一環として、あわせて一般会計
において、公共事業関係費及びその他の施設費の範囲内で、堕災」減災■

事業に重点化を図る。

ロ グリーンを中心とする「日本再生戦峰」を踏まえた予算配分の重点化

黎が自経済の再生|こ向けて、「由本再生戦略」に適合する施策のうち、三
リーン、ライフ、農林漁業に係品 のにっぃて、「日本再生戦略」を踏まえ、
中小企業の活力を最大限活用しつつ、総合特区等の戦略的手段も踏まえ、
府省横断的な横割り(横串)の予算配分(重点配分)を徹底する。これによ

り、主要経費別のメリバリも実現する。

グリーン分野なら見直し額の4倍、ライフニ農林漁業分野なら2倍、童点要

求なら115倍の要求が可能となる仕組み。中小企業あ活力を最大限活用。

【詳細は(別紙1)参照】

概算要求から予算編成過程を通じて、硬直化や縦割りの弊害の是正を

念頭に、予算全体にっぃて横割り的な重複排除や行政事業レビュー等

の結果の反映も活用した見直しを行うこと等により、財源を捻出し、上

記重点分野べの思い切うたシフトを図るとの方針の下|こ、概算要求が

ら一貫して、重点分野に出来る限り大きな増額を図る。
8



その際、財政投融資の積極的活用や税制改正及び規制改菫、制度金融

といつた施策を総合的に講じることで、             す

る。 「

0予算編成過程におしてぎ規rii l改 革の内容の充実度や量算要求との連

携あ効果を、当該型髪塾⊇量土I贋位付〔ナに当L⊇て考慮することと

するざ
ぐ

□ 省庁の枠を超えた大胆な予算の組替えに資する編成の仕組みの導入

各府省―律の削減とするのではなく:政策分野,施策毎にメリハリの付

いた大月旦な重点配分を可能とするためt省庁の枠を超えた大胆な予算の

組替えに資する編成の仕組みとして、概算要求段階から予算編成過程を

通じ、以下のような取組みにより、既存の予算全埜を見直して組み替える
ことで財源宣量出し、重点分野へのメリハリのついた予算配分と歳出の大

枠(71兆円)の遵守の両立を図る。

● 各省大臣は、各府省の類似施策の重複排除を徹底するため、概算要

求前に、          絡調整の場を設けて

て調整を行い、当該政策分野の概算要求方針を取りまとめた上で、概

算要求を行う。                     ´

においても、査定部局が、類似事業の重複がないか確

壼を行う。また、重点分野に係る要求であるものの、実態が伴わない

予算と判断された場合には、却下するなど厳格に対応する。

● 各省大臣は、概算要求段階から、これまで実施してきた累次の事業仕

分け等で指摘された事項、各府省における行政事業レビュ上の結塁

等を明示的かつ確実に反映する。     .
その内容については、       を行い、不十分な盪全には厳

格に対応する。



●各省大臣は、義務的経費も含めた歳出全般について聖域視せず、概算
要求段階から予算編成過程において、制度改正を含めた検討を進め、

: 徹底し―禦 を図る。   
´

また.財政に大きな負荷となっている社会堡瞳金壁豊2いても聖域視

することなく:生量堡護の見直しをはじめとして、最大限の効率化を歯る。

● 各省大臣は、前例にとらわれることなく、          につ

、いては、計上初年度を明記した上で、所期の効果が実際にあがってい

るかどうかを十分精査の上、董茎する。

● 特別会計についても、一般会計に準じた考え方の下で、「日本再生戦

略」の実行に資する予算の組替えを行う。・

● 各省木臣1ま、1事業実施主体の選

=に
当り、そめ入札のあり方を含め、

T層の透明性や説明責任の向上を図る: 一

□ 要求に当たつての留意点

●各省大臣は、長期にわたり計上される予算等について、既得権益イヒを
是正する。

● 各省大臣は、我が国が人El減少社会に入ったことを踏まえて要求する6

0 予算編成過程での重点配分の実現        ―

 ̈ 予算編成過程において、政府「与党二体となって、各省大臣から提出された
特別重点要求を精査するとともにt予算配分の重点化のための財源捻出に
向けて、横割り(横串)の予算編成作業を徹底するざ

概算要求段階で各省大臣が行つた組替えにより作られた財源と、予算編成
過程で政府日与党■体で行う横串的編成作業にょり作られた財源とを合わせ
て、「日本成長戦略」に掲げられた重点分野べ大胆に重点配分し、昼い切つ
た予算のシフトを実現する

「
:                 (以 上 )
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【重点要求】        ― ・
O各 省大臣|ま、[生型重重豊求」のほか)「 日本再生戦略」に関連する
盤 について、「重重要理 を行うことができる。本要求は、通常の要
求とは別途管理する:

○ 防衛“治安に関連する施策についても、これに準じた取扱いとする。

【特別重点要求等のルール】

○ 下記の式に沿って、特別重点要求・重点要求を行うことができる。
● 特́別重点要求「重点要求可能額

=グリニン分野の特別重点要求額(A)X1/1+ライフロ農林漁業分野
の特別重点要求額(由)X1/2+薫点要求額(C)X1/1.6

、〒公共事業関係費・その他裁量的経費・特定財源の前年度当初予算額の10%相
当額     …           '

○ 上記のほか、国家機関費等(裁量的経費)の前年度当初予算額の
3%相当額の1.2倍の金額(圭 3.6%相 当額)の範囲で、重点要求を行
うことが可能。

⇒グリ=ン分野なら見直し額の4倍、ライフ"農林漁業分野なら2倍、
重点要求なら1.5倍の要求が可能。中小企業の活力を最大限着用



(男1紙 2)

IT設要求のルール】

①年金・医療等 は、前年度当初予算に自然増 (00兆円)を加算した範囲丙 き要求

☆但しt見直しに最大限取り組み、極力圧縮に|める必要,新たな試みとして、改革する具体的項目を
り記s具体的には、生活保護の見直しを明記。

②地方交付税交付金等は、中期財政フレームとの整合性に留意しつつ要求    「

③人件費は、給与特例法の影響額(▲ 0_3兆円)を確実に反映          ■

④東日本大震災復興特男1会計への繰入は、前年事当初予算に+0_り
`円

を加算した範囲
内で要求

⑤経済危機対応・地域活性化予備費の取扱
さ墨 ょ

ヽ
ては1すず

腎弓〒
的に

T年
度
苧
初予与

:
と同額を要求することとし、予算編成過程=

⑥マ三フェスト事項 (「児童手当」t「高機の彙員警潰イし」、「農業の戸昂J所得藉債」

'に

ついで
は、所要の金額を要求。

⑦その他の経費についたは、各省大直は、以下の基準で算出された額の合計嶺の範囲内で
予算を組み替えて要求することができる。

~ (イ
)義務的経費の前年度当初予算額 i´                 :

7]爾辱鐵辟莉塀 績紐鶴攣雰嵩鍛慇 空
(甲 )エネルギニ対策特別会計への繰入等の特定財源の前年度当初予算の900/0

(ハ)国家機関費等(裁量的経費)の前年度当初予算の97%  .
(注)国家機関費等とは、国豪の基本的機能である司法、警察、消防、防衛及び徴Tii等の諸経費。

(二 )公共事業関係費,その他裁量的経費の前年度当初予算の90%

12
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平成25年度予算の概算要求組替え基準 (イメージ)

概
算
要
求
段
階

特別重点要求・重点要求
(2～4兆円)

見直し額を上回る額を要求

B省 C省 D省

根つこからの府省間横断的な横串的見直し

E省 F省A省 B省 C省 D省



平成 25年度予算の概算要求組替え基準について

我が国経済社会は、東日本大震難 原発事故を契機とした深刻なエネル

ギー制約、超高齢化社会の到来といった様々な困難に直面している。今こそ、

日本が、世界へ先例を示す「フロンティア国豹 として、直面する数 の々制約

をバネに、新たな経済社会構造へ転換することが求められている。今般、グリ

ーン、ライフ、農林漁業などの新たな成長を目指す重点分野に、中小企業の

活力を最大限活用しつつ、鵬 れた政策財源を優先的に配分するなど、我が

国が魅力的で活力にあふ泌 国家として再生するために進むべき方向性を―

示すものとしてこ「日本再生戦略」(平成24年 7月 31日閣議決定)を策定し

た。                   1
他方、我が国の財政は、歳出が税収等を大きく上回る状態が恒常的に継

続したことから、国及び地方の長期債務残高が 940兆円、対GDP比で

196%(平成 24年度末見込み):こ達するなど、他の先進諸国と比較しても状

況は大きCttLbており、この状況を放置すれば、財政政策は更に自由度を

失って硬直化するだけでなく、財政の持続可能性:こ疑念が生じ、経済や国民

生活に極めて大きな悪影響乞聞表ノかねない。

財政:こ翼戒えられている我が国の社会保障
'こ

ついても、本来は、国民が

安心して生活できる社会基盤となるべきところ、その持続可能性に疑念が生

じ始めた結果、将来への不安から,肖費を委縫 せる可能性が生じるまでに至

っている。

こうした中、持続可能な財政。社会保障制度の構築を図ることは、財政危

枷 こ陥った欧州諸国のように財政状況の悪化が経済や国民生活に恐影響を

及ぼすことを回避するのみならず、人 の々不安を和らげ、消費を促し経済活

動を拡大することを通じて新たな成長基盤を作ることとなる:また、医療・介

護サービスの充実等を通じた雇用創出効課も期待さ秘 。

このため、我が国財政の持続可能性の確立に向け、市場の識 確保す
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るためにも、「財政運営戦略」(平成 22年 6月 22日閣議決定)に定められた

財政健全化目標(2015年度(平成 27年度)までに基礎的財政収支の赤字

の対GDP比を2010年度(平成 22年度)の水準から半減)の達成に向けた取

組を着実に進めて行く必要がある。具体的には、社会保障・税一体改革関連

法が成立したことを踏まえ、同改革の着実な実施により、「社会保障の安定財

源の確保と財政健全化の同時達成」への第一歩を踏み出すとともに、「日本

再生戦略」を十分に踏まえつつ、歳出改革についても更なる取組を継続す

る。

また、同時に、政府は、「日本再生戦略」を踏まえた施策等を通じ、デフレ

脱却を確実なものとするとともに、日本銀行と一批 なって、引き続き安定的

な物価上昇の議 目指して取り組むことを通じて、経済成長と財政健全化

を車の両輪として、これらを同時かつ強力に推進していく。

政権交代後、政府は、財政規律を維持しつつ、経済成長と国民生活の質

の向上に向けて、配分割合が固定化していた予算配分を省庁を超えて大胆

に組替えてきたが、現在、我が国は、東日本大震災、原発事故からの復興、

デフレ脱却・日本経済の再生といった課題に取り組んで行かなければならな

い状況にありt引き続き大胆な予算の組替えを彿 必要がある。

したがつて、平成 25年度予算を含めた当面の財政運営に当たっては、

(1)財政健全化目標(2015年度(平成 27年度)の基礎的財政収支赤字対

GDP比を2010年度(平成 22年度)の水準から半浦 の達成に向けて、昨

年度に改護 れた「中期財政フレニム(平成 24年度～平成 26年度)」 (平

成 23年 8月 12日閣議決定)に定められた「歳出の大枠ノ1兆円を遵守

する、

(2)「 日本再生戦略」を踏まえ、我が国経済の再生e成長に向けた大胆な予算

の組替え|こより、成長と財政健全化の両立を図る、

6)社会保障・税一体改革(消費税率引上げ)についての国民の理解を得る

ため、引き続き、行政の効率化・簡素化に徹底して取り組む、

(41社会保障・税一体改革に伴う2014年度(平成 26年度)からの消費税率

16

-2-



引上げに向け、経済状況等に十分配慮する必要があることから、我が国経

済の動向等を見極めた上で、機動的かつ弾力的な対応を構 、

ことを基本とする。

こうした重点的・戦略的な予算の大胆な組替えに向けて、重点配分すべき

分野、予算の組替えのための仕組みなど、平成25年度予算の概算要求等に

関わる重要な事項について、以下に組替え基準を定める。

1.平成25年度予算の概算要求に当れ ての基本的考え方

平成25年度予算の概算要求組替え基準においては、上記の財政運営

に関する基本的考え方を踏まえ、以下の基本方鑑 定める。各省大臣は、

この基本方針にれ て、(別紙)により、要求を彿 こととする。

(1)東日本大震災からの復興対策、防災・減災対策へめ重点化

各省大臣は、東日本大震災、原発事故からの復興に全力を挙げるため、

東日本大震災からの復興に係る経費にっいては、東日本大震災復興特別

会計(以下「復興特別会計」という。以下同じ。)において、被災地の復旧・復

興の状況等を踏まえ、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成 23年

7月 29日東日本大震災復興対策本部決定):これ て、所要の金額を要求

する。

その際、各省大臣は、被災地の要望等を踏まえつつ、津波0地震被害や

原子力災害からの復旧0復則こ直結するものなど、真に必要な経費を要求

する。

また、東日本大震茨の教訓を踏まえ、災害に強い国づくりに向けた取組の

一環として、あわせて一般会計において、公共事業関係費及びその他施

設費の範囲内で、防災:減災対策事業への予算配分の重点化を図る。

(2)グリーンを中心とする「日本再生戦略」を踏まえた予算配分の重点化

我が国経済の再生に向けて、「日本再生戦略」に適合する,胞策のうち、

グリーン、ラ″ 、農林漁業|こ0磁
'も

のにつぃて、「日本再生戦略」を踏まえ《

中小企業の活力を最大限活用い つ、総合特区等の戦略的手段も朧

17
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え、省庁の枠を超えて、府省横断的な横割り(横串)の予算配分(重点配

分)を徹底する。これ:こより、主要経費別のメリハリも併せて実現する。

具体的|こは、上記重点分野については、概算要求から予算編成過程を

通じてt予算全体について横割り(横串)的な重複排除や行政事業レビュ

ー等の結果の反映も活用した見直しを彿 こと等により、財源を捻出し、上

記分野への思い切ったシフトを図るとの方針の下に、概算要求から一貫し

て、重点分野に出来る限り大きな増額を図る。

その際、財政投融資の積極的活用や税制改正及び規制改革、制度金

融といった施策を総合的に講じることにより、資金の重点配分の実効性を

担保する。具体的:こは三予算編成過程において、規制改革の内容の充実

度や予算要求との連携の効果を、当該予算要求め優先順位付けに当た

ちて考慮する。

旧)省庁の枠を超えた大胆な予算の組替えに資する編成の仕組みの導入

各府省一律の削減とするのではなく、政策分野、施策毎にメリハリの付

いた大胆な重点配分を可能とするため、省庁の枠を超えた大胆な予算の

組替えに資する編成の仕組みを導入する。具体的には、2。 に述べる特別

重点要求等の仕組みに加え、概算要求段階から予算編成過程を通じて、

以下のような取組:こより、既存の歳出予算全体を見直して組替えることで

財源を捻出し、重点分野へのメリハリの付いた予算配分と歳出の大枠(71

兆円)の遵守の両立を図る。

①各府省の類似施策の重複排除等の徹底

各省大臣は、各府省の類似施策の重複排除を徹底するため、概算要

求前に、府省の垣根を越えた連絡調整の場港設けて、要求内容につい

て調整を行い、当該政策分野の概算要求方針を取りまとめた上で、概

算要求を稿 。

予算編成過程においても、査定部局自らが縦割り行政の弊害に陥る

ことなく、類似事業の重複がないか確認睦彿 。

また、重点分野に係る要求であるものの、実態が伴わない予算と判断

-4-
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された場合には、却下するなど厳格に対応する。

②行政事業レビューの結果等の的確な反映

各省大臣は、概算要求段階から、こ減 で実施してきた累次の事業

仕分け等で指摘された事項、各府省における行政事業レビューの結果
‐

等を明示的かつ確実に反映する。その内容については、査定部局が確

認睦行い、不十分な場合には厳稲に対応する。

具体的には、各省大臣は、過去の事業仕分けや行政事業レビュニにお

いて、庭止や抜本的改善等と結論づけられた事業そのものを要求しない

ことはもちろん、類似の事業にういても、名称を変えて新規に要求するこ

とがないようにしなければならない。

③義務的経費や社会保障関係費等の効率化

各省大臣は、義務的経費も含めた歳出全般について聖域視せず、概

算要求段階から予算編成過程において、行政刷新の継続0強化犠 通

じて、歳出釧 にわたり、制度改正を含めた制度の根幹にまで遡った見

直しを熱 、徹底した歳出の効率化を図る。

義務的経費については、義務的胞 根拠(支出の根拠、単価等の

根間 を明示の上、要求する。

また、特同願輿こ大きな負権 なっている社会保障分野についても、

これを聖域視することなく、生活保護の見直しをはじめとして、最大限の

効率イ睦 図る。

④前例踏襲主義の排除
｀
各省大臣は、前例にとらわれることなく、長年措置されている予算につ

いては、計上初年度を明記した上で、所期の効果が実際にあがっている

かどうかを十分脚 上、要求する。              ′

⑤特別会計への対応

特別会計についても、一般会計に準した考え方の下で、「日本再生戦

略」の実行に資する予算の組替えを彿 。

⑥入札改革等

各省大臣は、事業実施主体の選定に当たり、その入札のあり方を含め、

19
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二層の透明性や説明責任の向上を図る。

⑦要求に当たっての留意事項

各省大臣は、長期にわたり計上されている予算等について、当該事業

の必要性も踏まえつつ、既得権益化していないかを念査し、既得権益化し

ている場合にはその是正を図る。

1        各省大臣は、我が国が人口減少社会の時代に入つたことにより生じて

|   '    いる経済社会の構造変化を踏まえた上で、要求を彿 。

2.特別重点要求等

「日本再生戦略」を踏まえ、我が国経済社会の再生に向けた取組として、

歳出全般にわたる改革により捻出された財源を用いて、我が国経済の再生・

成長に資する分野におけるより効果の高い施策に向けて、予算を大胆に重

点配分することとする。

(1)特別重点要求

― 各省大臣は、「日本再生戦略」に適合する施策のうち、グリーン、ライフ、

農林漁業に係るものについて、「日本再生戦略」を踏まえ、中小企業の活

力を最大限活用しつつ、(別紙)2.(1)及び螂)に沿って、「特別重点要求」

を彿 ことができる。

(2)重点要求

各省大臣は、上記特別重点要求のほか、「日本再生戦略」に関連する

施策について、(別紙)2。 (2)ないしに)に沿って、「重点要求」を行うことが

できる。

防衛・治安関連施策についても、これに準じた取扱いとする。

螂)特別重点要求・重点要求の仕組み

特別重点要求及び重点要求については、各省大臣は、偶U紙)2.の定

めに沿って、自らが行う他の既存予算の見直し額を上回る特別重点要求

及び重点要求を彿 ことができる仕組みとする。

20          .
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また、原発代替エネルギーをはじめとするグリーン分野に予算を重点化

するため、各省大臣が、特別重点要求として、特にグリーン分野に係る施

策を要求する場合には、その程度に応して、特別重点要求が増加する仕

組みを導入する。     _

(0-般要求

重点分野への予算配分の重点化に向けて、概算要求段階での財源捻

轟等のために必要な一般要求のルールの詳細については、(別紙)に定

める。

-7-
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‐

GU紙)

(1)牲・医療等に係る経費等

①_補充費途として指定されている経費等のうち、年金、医療等に係る経

費 (以下「年金・医療等に係る経費」という。)については、前年度当

初予算における年金。医療等に係る経費に相当する額に高齢化等に伴う

自然増 (各所管計8,400億円)を加算した額の範囲内において、各省大

臣ごとに、要求する。

なお、上記自然増を含め、年金 。医療等に係る経費についても、生活

保護の見直しをはじめとして合理化・効率化に最大限取り組み、その結

果を平成 25年度予算に反映させるなど、極力圧縮に努めることとする。

また、医療保険における70歳以上 75歳未満の患者負担の平成 25年

度以降の取扱いについては、「社会保障・税一体改革大綱」 (平成 24年

2月 17日 閣議決0に沿つて、検討を行うこととする。    .
(注 1)平成 25年度における基礎年金国庫負担割合 2分の 1と 36.5%と

の差額については、消費税引上げ分を償還財源として確保したつな

ぎ公債 (年金特例公債)を発行した上で年金財政に繰り入れること

とされていることから、「歳出の大枠」71兆円に含まれるが、要求に

当たっては、当該差額分を区分して要求することとする。また、上

記取扱いについては、下記(5)① (口 )に該当する人件費の要求に当

たつても同様とする。

(注 2)上記自然増 (各所管計8,400億円)には、消費税引上げ分を償還財

源として確保したつなぎ公債 (年金特例公債)を発行した上で年金

財政に繰り入れることとされている基礎年金国庫負担割合 2分の1

と36.5%と の差額に係る自然増が含まれている。

② また、旧軍人遺族等恩給費等については、前年度当初予算における旧

軍人遺族等恩給費等に相当する額から自然減を減算した額の範囲内に

おいて、要求する (なお、①及び②の経費を、以下「年金・医療等に係

る経費等」という。)。
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(2)勝糊 警

地方交付税交付金及び地方特例交付金の合計額については、「中期財政

フレーム」との整合性に留意 しつつ、要求する。

(3)搬

予備費 (経済危機対応・地域活靴 予備費を含む。)については、12,600

億円 (こ のうち、経済危機対応・地域活性化予備費は9,100億円)を要求

する。

なお、経済危機対応1地域活性化予備費の平成 25年度における取扱い

については、今後の経済状況等を踏まえ、予算編成過程において検討する。

④ 「児童手当」、「高校の実質無償化」、「農業の戸別所得補償」及び「高速

避 の馴 ヒ」

「児童手当」、「高校の実質無償化」及び「農業の戸別所得補償」につい

ては、所要の額を要求する。「高速道路の無料化」については、平成 25年

度予算概算要求においても計上しない (東 日本大震災からの復旧・復興の

ための財源を確保するためて高速道路の原則無料化のための社会実験につ

いては、凍結している)。

(5)その他の基準

各省大臣は、以下の①、②及び③に掲げる経費ごとに定める計算により

算出された額の合計額 (以下「その他の基準」という。)の範囲内で要求す

る。

①義務的経費

、 各省大臣は、以下の(イ )ないし(二)及び (注 3)に掲げる経費 (上記 (1)

ないし(4)に掲げる経費に相当する額を除く。以下「義務的経費」というb)

にういては、各省大臣ごとに、前年度当初予算における各経費の合計額に

相当する額の範囲内において、義務的性格の根拠 (支出の根拠、単価等の
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根拠等)を明示の上、要求する。

(イ )補充費途として指定されている経費           
‐

(口 )人件費 (前年度当初予算における金額から、「国家公務員の給与の改

定及び臨時特例に関する法律」 (以下、「給与改定臨時特例法」とい

う。)に基づく国家公務員給与の削減相当額を減額した金締

(注 1)特別会計に計上される人件費が、給与改定臨時特例法に基づいて

減額される場合で、一般会計から当該特別会計への繰入の全部又

は一部が人件費相当額と整理される場合には、上記 (口 )と 同様

に取り扱 うとの観点から、一般会計からの繰入のうち当該人件費

削減相当額を減額することとする。なお、一般会計から当該特別

会計への繰入が人件費相当額と整理されない場合の取扱いにつ

いては、予算編成過程で検討することとする。またく上記取扱い

については、下記③(注 2)に該当する一般会計から特別会計への

繰入の場合についても同様とする。

(注 2)特別会計に計上される人件費が、給与改定臨時特例法に基づい

て減額される場合で、下般会計から当該特別会計に繰入が行われ

ていない場合の取扱いについては、「財政運営戦略」に定める財

源確保ルァル (「
ペイアズユーギー原則」)に則り、平成 24年度

における国家公務員給与の削減相当額について、予算編成過程で

検討の上、「特別会計に関する法律」第 8条第 2項等に基づき、

平成 25年度一般会計予算の歳入として繰り入れた後、復興特別

会計金繰り入れることとする。

(ハ)法令等により支出義務が定められた経費等の補充費途に準ずる経費

(平成 24年度当初予算におけるエネルギー対策特別会計への繰入

等及びその他施設費を除く。)

(二)国家機関費 (一般行政経費を除く。)及び防衛関係費に係る国庫債務

負担行為等予算額

(注 3)人件費に係る平年度化等の増減並びに平成 25年度の衆議院議員

総選挙及び参議院議員通常選挙に必要な経費等の増減について
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は、上記の額に加減算する。

なお、義務的経費についても、定員管理の徹底も含め、聖域を設けるこ

となく、制度の根幹にまで踏み込んだ抜本的な見直しを行い、可能な限り

歳出の抑制を図る。

②国家機関費等

各省大臣は、以下の(イ )及び (口 )に掲げる経費 (以下「国家機関費等」

という。)については、各省大臣ごとに、前年度当初予算における各経費

の合計額に相当する額の 100分の 97を乗じた額 (以下「基礎額 (国家機

関費等)」 という。)の範囲内において要求する。

(イ )国家機関費のうち(上記(1)ないし(4)及び(5)①並びに経済協力費及

, びその他施設費を除く経費

(口 )防衛関係費のうち、上記(1)ないし(4)及び(5)①を除く経費

③その他の経費

各省大臣は、「中期財政フレーム(平成24年度～平成26年度)」 2③ (i)

に定める「基礎的財政収支対象経費」のうち、上記 (1)ないし(4)及び(5)

①ないし②を除く経費 (以下「そめ他の経費」という。)については、前

年度当初予算におけるその他の経費に相当する額に 100分の
‐
90、 を乗じた

額 (以下「基礎額 (その他の経費)」 という。)の範囲内で要求する。

(注 1)上記「基礎額 (その他の経費)」 の算出に当たつては、前年度当初

予算におけるその他の経費に相当する額から、運営費交付金等によ

り人件費が賄われている独立行政法人等に対する運営費交付金等の

人件費相当額のうち、給与改定臨時特例法に基づく国家公務員の給

与削減と同等の給与削減相当額を控除した上で算出する。また、上

記②に定める「基礎額 (国家機関費等)」 の算出に当たっても、同様

の取扱いとする。

(注 2)石油石炭税及び電源開発促進税の税収見込額と平成24年度当初予

算におけるエネルギー対策特別会計への繰入額相当額との差額等に

ついては上記の額に加減算する。             1
(注 3)各省大臣の年金・医療等に係る経費等と(2)ないし (5)に掲げられ
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た経費については、両経費の性質が異なることから、両経費間での

調整は行わない。ただし、各経費において、恒久的な削減を行わた

ものとして、財務大臣が認める場合には、両経費間で調整をするこ

とができる。また、調整を認めるにあたつては、今後の各経費の増

加の見込みも勘案することとする。

(注 4)特別会計の改革の実施等により経理区分が変更されることに伴い

増加する経費にういては、「財政運営戦略」に定める財源確保ル∵

ル (「
ペイアズユ

=ゴ
ー原則」)に則り、予算編成過程において検討

し、必要な措置を講ずる。

(注
.5)公共事業関係費等に関する地域に係る一括計上分については、関

´ 係所管をベースとした調整を行うこととする。その他、その他の基

準の合計額が変わらないものとして、財務大臣が認める場合には、

各省大臣間でその他の基準の額の調整をすることができる。

(注 6)①に規定する義務的経費 (① (注 3)の規定に基づき加減算が認めら

れている経費 ,(人件費を除く6)及び既存債務の支払いに係る経費

を除く。)及び②に規定する国家機関費等並びに③に規定するその

他の経費 (③ (注 2)の規定に基づき加減算が認められている経費を

除く。)の要求額にっいては、その合計額の範囲内において、各経

費間で所要の調整をすることができる。

(6)東 日本大震災からの復興対策に係る経費

各省大臣は、東日本大震災からの復興対策に係る経費については、復興

特別会計において、被災地の復旧・復興の状況等を踏まえ、「東日本大震

災からの復興の基本方針」(平成 23年 7月 29日東日本大震災復興対策本

部決定)に沿つて、所要の額を要求する。

その際、各省大臣は、被災地の要望等を踏まえつつ、津波・地震被害や

原子力災害からの復旧・復興に直結するものなど、真に必要な経費を要求

する。

一般会計から復興特別会計への繰入については、財務大臣が、東日本大
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震災からの復興のための財源を捻出するため、児童手当の見直しに係る歳

出削減湘当額 (対平成23年度補正予算(第 1号))、 高速道路の無料化に係

る歳出削減相当額 (対平成 23年度当初予算)及び給与改定臨時特例法に

基づく国家公務員給与等の削減相当額等の合計額を要求することとする。

(7)B型肝炎ウイルス感染者に対する給付金等の支給に係る経費

B型肝炎ウイルス感染者に対する給付金等の支給に係る経費について

は、,時定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」

(平成 23年 12月 16日 法律第 126号)等を踏まえ、所要の額を要求する。

(注)B型肝炎ウイルス感染者に対する給付金等の支給に係る経費のうち、

税詢措置等により確保された金額については、財源と併せて別途管理

し、「歳出の大枠」に加算するものとする。

(1)各省大臣は、我が国経済社会の再生に向けた取組の一環として、「日本

再生戦略」に適合する施策のう
‐
ち、グリァン、ライフ、農林漁業の分野に

係るものについて、「特別重点要求」を行うことができる。本要求につい

、ては、通常の要求とは別途管理する。       `

(2)各省大臣は、我が国経済社会の再生に向けた取組の一環として、上記

特別重点要求のほか、「日本再生戦略」に関連する施策について、「重′点要

求」を行 うことができる。本要求は、通常の要求とは別途管理する。

防衛・治安関連施策についても、これに準じた取扱いとする。

(3)各省大臣は、グリーン分野に係る特別重点要求額に4分の 1を乗じた

金額、ライフ・農林漁業分野に係る特別重′点要求額に2分の 1を乗じた金

額及び重′点要求額に1.5分の1を乗じた金額を合計した金額が、特別重′点

要求・重点要求可能額 (前年度当初予算におけるその他の経費に相当する

額と上記 1。 (5)③に定める基礎額 (その他の経費)と の差額をいう。以下、

同じ。)を超えない限り、「特別重′点要求及び重′点要求」を行 うことができ
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ることとする。

(4)各省大臣は、上記(1)ないし(3)に定める特別重点要求及び重点要求の

ほか、我が国経済社会の再生に向けた取組の一環として、「日本再生戦略」

に関連する施策について、前年度当初予算における国家機関費等に相当す

る額と基礎額 (国家機関費等)と の差額の 1_2倍の金額の範囲内で、「重

点要求」することができる。

防衛・治安関連施策についても、これに準じた取扱いとする。

3.その他の予算編成過程検討事項

(1)新たな制度改正による恒久的な歳入増が確保された場合の取扱いにつ

いては、予算編成過程において検討することとする:

(2) 「沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に盛り込まれた措置の実施

の促進について」(平成 8年 12月 3日 閣議決定)に基づく沖縄関連の措

置に係る経費、「平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例

等に関する法律」(平成 10年法律第 35号)等に基づく厚生年金保険事業

に係る国庫負担の繰入れに必要な経費等、「社会保障・税番号大綱」(平

成 23年 6月 30日 政府 ,与党社会保障改革検討本部決定)に基づく新た

なシステム導入に伴う経費等の平成 25年度における取扱いについては、

予算編成過程において検討する。

(3)また、「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について」(平

成 18年 5月 30日 閣議決定)及び「平成22年 5月 28日 に日米安全保障

協議委員会において承認された事項に関する当面の政府の取組について」

(平成 22年 5月 28日 閣議決定)に基づく再編関連措置に関する防衛関

係費に係る経費の平成25年度における取扱いについては、防衛関係費の

更なる合理化・効率化を行つてもなお、地元の負担軽減に資する措置の

的確かつ迅速な実施に支障が生じると見込まれる場合はt予算編成過程
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において検討し、「歳出の大枠」の範囲内で必要な措置を講ずる。

(4)「平成24年人事院勧告」等については、今後の取扱い方針等に応じて、

通常の取扱いの例により予算編成過程で検討し、その影響額を適切に反

映する。

(以上)    ・
|

: |

|

|

|

|

|

|

|

4.要求期限等

上記による要求に当たっては、9月 7日 の期限 (別途政令で規定)を厳守

する。

なお、やむを得ない事情により、この期限後に追加要求を提出せざるを得

ない場合であっても、上記1.(1)ないし (7)及び上記 2.(1)ないし(4)

に従つて算出される額の範囲内とする。
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平成24年 8月 22日

厚生労働省老健局

適正化による給付費の削減額 (介護 )

(注)1,適 正化の効果については、年度が異なっていたり、純粋な国費の肖1減額以外に見込額等が含まれるなどのため、合計額を求めることは困難であるが、

上記事項について機械的に合計すると、給付費ベース (約 3,400億 円)、 国費ベース (約 1,020億 円)【介護修正後の合計額】

2 以上のほか、

① 今国会提出の「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」により、いわゆる年金特例水準を解消することとしている。

削減見込額 (24年度予算)給 付費ベース (1,355億 円) 国費ベース (313億円)

②  生活保護において、平成23年度から電子レセプトを活用した資格点検や縦覧点検の効率化を行つているほか、平成24年度から後発医薬品を

一旦服用することを基本とする取組を実施。

後発医薬品に係る取組による削減見込額 (24年度予算) 給付費ベース (約 142億円) 国費ベース (約 106億円)

給付費等

(億 円 )

国 費

(億 円)

備 考

(介護)レセプ ト点検 937
約 283

22年 度 査 足 額

`=譜
束 今 不 明 )

(介護)適正化事業・事業所監査の強化 43 22年度削減額

8月 8日 に報告した内容 (適正化事業と事業所監査の内数)

・レセプ ト点検 (医療情報との突合・縦覧点検) 7. 4
約 2

22年度削減額

ケアプランの点検 1. 0 22年度削減額

【参考】平成24年 8月 8国 民主党厚生労働部門会議資料 (厚生労働省大臣官房会計課提出)か ら

(医療)保険医療機関への指導・監査の強化 43

約 560

22年度削減額

(医療)レセプト点検の徹底 1, 460 22年 度査 定破
ζ
=詰

夫分不田 )

(医療)後発医薬品の利用促進 700 24年度見込み

(雇用)失業給付の不正受給取締 りの徹底 8.9 約 1 22年度実績

(生保)医療扶助の レセプ ト点検の徹底 142 107 22年 度査足破

(再請求分不明 )

(生保)生活保護受給者に対する就労支援 91 69 22年度実績



介護保険における適正化による請求費の削減額について

○ 審査支払時における保留額 約 937億 円

※「(医療)レセプト点検の徹底」 1,460億 円に相当する数値
※記入すべき項目の漏れなどの形式的なミスが多く、相当部分が再審査請求で容認されていると

推測される (その金額は医療保険と同様、不明)。

○ 審査支払後、適正化事業の実施や事業所監査等において確認 された誤請求等による

返還額  約 43億円

※「(医療)保険医療機関への指導・監査の強化」43億円に相当する数値
※このうち、適正化事業の実施による「(介護)レセプト点検 (医療情報との突合、縦覧点検):
7.4億円」と「(介護)ケアプランの点検 :1.0億円」を合算した8.4億円を資料に登
録していたもの。

(注)いずれも平成 22年度の数値



介護保険における介護給付費審査支払について

国保連介護保険審査支払等システム

※介護保険については、医療保険と異なり、月額給付費に上限のある仕組みとなつているため、
介護サービス事業所からの請求書 (レセプト)と、ヶアマネ事業所からの給付管理票 (ケアプラ
ンとサービス利用実績の報告)の情報を突合し、情報が整合したものに限り、給付費を支払う
仕組みとなっている(情報が不整合な場合は、審査段階で保留となる)。

受給者情報

(保険者)
・要介護認定区分
・区分支給限度基準額
・種類支給限度基準額

事業所1青報
(都道府県)

0事業所の指定情報
・体制等届出の管理

国保連審査支払システム

(突含チェック)

介護給付費請求書

(サービス事業所)
・介護給付費請求明細書

給付管理票
(ケアマネ事業所)

・サービス計画
・サービス利用実績

介護給付費支払



認定済・申請中
平成  年  月分 サービス利用票 (兼居宅サービス計画 )

居宅介護支援事業者→利用者

保険者

番 号 保険者名
吾宅介護支援

事業者事業所名

旦当者名

作成年月 日
平成

年  月  日

利用者確認

被保険者

番  号

フリガナ

被保険者氏名
保険者確認印 届 出年月 日

平成

年  月  日

生年月 日
明 ・ 大 ・ 昭

年  月   日
性月七男 ・女

要介護状態区分 12345
区分支給

限度基準額
単位 /月

限度額適用

期間

年

　

年

成

　

成

平

　

平

月か ら

月まで

前月 までの

短期入所利

用 日数
日

変更後

要介護状態区分

変更日

12345

平成   年  月  日

提供時間帯 サービス内容

サービス

曇重募名    梶喜
月間サービス計画及び実績の記録

1 3 4 516 7 9 10 ll 12 13 14 15 計

数

〈
口
回

予定

実績

定

一
績

予
一
実

この欄に

。当初のケアプラン

・実際のサービス利用実績

を記入 し、利用者に交付するとともに、記入情報を電子データで国保連 (審査支払機関)に提出する。

※利用者確認欄に署名がない場合の取扱いについて

〇ケアプラン様式の第 6表「サービス利用票」は、月単位で作成 し利用者の確認を受けることとなつ

ており、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」においても、介護支援専門員

は、居宅サービス計画の内容について利用者等に説明し、文書で利用者の同意を得ることとされて

いる。

○審査支払時においては、この定められた手続が行われることを前提に、給付管理票に必要事項を記

入の上、請求を認めている。

○手続が実際に行われたかどうかについては、都道府県の指導監査において確認が行われ、利用者の

署名がないことが確認 された場合は、ケアマネ事業所に対して、介護報Ollの 返還を行 うこともある

(都道府県の判断による)。

予定

実績

予 定

実績

定
一
績

予
一
実

定
¨
績

予
一
実

予 定

実績

予定

実績

予定

実績

定

一
績

予
一
実

予 定

実績

予 定

実績

定

一
予
一
実績

一
，

‐

‐

‐



 ゙
勇【表

区分支給限度管理・利用者負担計算

作成年月日 年 日月

サー ビス利用票別表

種類別

ロリ月までの利用 日数 L当 月の計画利用 日敬 1  累楯爾1面

サービス内容/種類

短期入所生活介護
問入浴介護

短期入所療養介護

夜間対応型訪問介護問リハビリテーション
知症対応型通所介護

認知IjE対応型共同生活介護所リハビリテーショシ
祉用具貸与

5



(実際の記入例 )

平成 12年 4月 分 サービス利用曖 鎌 居宅サービス計画)

丁足者●粟所

`担当著も

ケアセンター△△o縦所
菫話岳号恵χχ―In― u菫

フ」ガナ
彼像馘著氏名

賓実授 1 2 3
30600単 位/月

蜃支長 1 2 3 4 5
子屁  12坪  4月 か ら

平二  12年  9月 まで

甲■  12年  4月 か ら

平成  12年  9月 ま で

サ‐ビス内警

HHH事 棗

10:00～
11:30

12:00
10:00-
16100

りIl1 32買

:4:00～
16130

Z22事 口所

3,00～
3:30

AAAF藁 所

エアー′ヽ ッ ド

AAA事 層所



サー ビス利用渭別裏

江コ入所慮分菫綸日風宙凛・利用者云担II=

題所

'ハ

ヒ
‐
,IE 3■ ま

橿祉用鳥費与合針

井賓燿餞ζ ヨ●511ヨ 〕 購月 ,■ め争I,日 k l 」員のF麟 11■ 8:t 区
"賞 'ヽ

億_t5●
=Bえ

ら8a
，

´ 0 0
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